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告示に規定する症状・障害「血管運動神経障害」、「狭心症様発作」について 

 

１ 告示において「血管運動神経障害」、「狭心症様発作」が記載された化学物質   

化学物質 主な症状又は障害 

カルシウムシアナミド 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は血管運動神経障害 

ニトログリコール 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、狭心症様発作又は血管運

動神経障害 

ニトログリセリン 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は血管運動神経障害 

 

２ 通達（平成８年３月 29日付基発第１８１号） 

○ 血管運動神経障害 

   「血管運動神経障害」とは、血管を拡張させたり収縮させたりする神経(交感神経等の自律

神経)の障害をいい、血圧低下、頻脈、脈圧の縮小、皮膚の紅潮、呼吸困難、視力低下等がみ

られる。血管運動神経障害を生じさせる化学物質としてはカルシウムシアナミド、ニトログリ

コール、ニトログリセリンがある。 

 ○ 狭心症様発作 

   「狭心症様発作」とは、胸内苦悶感、胸部圧迫感、心臓部の痛み、動悸、息切れ等の循環障

害を伴った狭心症によく似た発作をいう。なお、狭心症とは、心臓部、特に胸骨下部の疼痛発

作を主徴とする症候群で、冠状動脈の攣縮によって起こる心筋虚血によるものとされている。

狭心症様発作を生じさせる化学物質としてはニトログリコールがある。 

 

３ 告示に規定された経緯 

  告示において「血管運動神経障害」、「狭心症様発作」が記載された上記１の物質については、

昭和 53年４月１日に施行された告示において規定されている。 

  当該告示を策定するに当たって設置された「業務上疾病の範囲等に関する検討委員会」の報告

書（業務上疾病の範囲等に関する検討結果中間報告書）には、「職業病の報告及びその評価に関

する文献の考察を中心として業務上の疾病の範囲と分類について検討を行った。すなわち、文献

については、国内外の調査研究報告及び専門家グループ又は専門機関の評価が加えられた出版物

を可能な限り収集し、検討した。加えて、わが国及び諸外国の関連法規も参照するとともに、原

稿の労働基準法施行規則第 35条の規定が定められた経緯も考慮した。」と記載されている。 

  また、「新・業務上疾病の範囲と分類（労務行政）」には、当該物質の症状毎の文献として、以

下のとおり、記載されている。 
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○ カルシウムシアナミド 
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○ ニトログリコール 
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 ○ ニトログリセリン 

 

 


